
77 0献血由来血菜分画製剤の適正価格での優先使用につL一て

信監芸這孟7b冨各芸遣芸県芸部芸芸コ

哉が国における血液事菓札 ご幸知のとおり, -般輪血用血液製軌こつきまして虹匡民からの献血をもとに

日本赤十字社で供給できる体制が確立されておりますが,同じ血液製荊である血祭分画製剤につきましては,そ

のほとんどを輪入血液に依存している状況にあり,その安全性.安定供給,倫理牲等の面で問題が持括されてお

ります.

このため,今後.象が国で必要とする血液製剤は全て献血で確保することを目執こ,平成3年度中に血液在国

因子製剤について,またアルプミン.グロプリン製剤についても庚階的に自給割合を高め.近い将乗に完全白給

を達成することを目指し,国を挙げて推進していくこととなりました.

人俸の-部である血液を原料として作られる血液製剤には,高い倫菅蛙が求められることから.専ら監済的要

素のみを理由とする製剤購入は好ましくありません,特に,献血から作られた血菜分画製剤は.医療耗関におい

て適正価格で優先的に購入され,余すことなく有劾に使用されることが望まれておりますo

このためには.まず率先して国立病院並ぴに赤十字帝院が適正価格で優先使用することが肝要と考えます.

つきましては.国に所属する医森施設並ぴに各病院団捧に対しては,別途厚生省から所要の措置が講ぜられる

こととなっておりますので,貴軌こおかれましては菅下赤十字病く壷I院並ぴに肢捧不自由児施設に対し,献血

から作られた血祭分画製剤について.従前にも増しての使用割合の増加並ぴに適正価格での購入についてご指導

甑うとともに,これが円滑な実施についてご配慮をお醸いいたしますゥ

なお.各赤十字病く産,院長並ぴに各肢捧不自由児施設長に対しては.別途衛生部島からの本書の写しを添え

て遺知する-こととしておりますので申し添えます.

78 0献血血液から製造された血衆分画製剤の供給について

く冨蓋芸言ABii呈から芸係芸県竿政器梢生主管部く局ほ宛1

罷在東京都においては,献血血液から製遣された血崇分画製剤く日本赤十字牡製達製E,t3E,.製遣俵額製品lを日

本赤十字吐から,財団法人献血供給事菓団く以下r事菓団Jという. 1が買い取って.その供給業務を行ってい

るE,

今般,血焚分画製剤の供給主捧を専門化し,適正使用の推遭,需要に応じた計画的な採血の実施等を図るペき

であるという,新血液事藁推進検討委具会買-次報告く平成元年9月5日1の趣旨を踏まえ献血血液から製造さ

れた血崇分画製剤を事莫琵が買い取って供給する区域について.従来の克京都から日本赤十字杜中央血液センク

-管内く東京都.千薫県,埼玉県,神嘉川県,茨城県,栃木県.群馬県.山梨県及ぴ新潟県Iヘと拡大すること

で.的係者が基本的に台恵した.

供給区域の荘大については,事菓団と血液センタ-が契約を締籍することをもって順次行うこととしているが.

ついては,その旨御章知の上供給区域の泣大が円滑に実施されるよう管下血液センク-の指専方等よろしくお

取り計らい顔いたい.
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